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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フローティングゲート素子（１００）を形成する方法であって、
　半導体基板（１１２）を設けることと；
　前記半導体基板（１１２）上にゲート誘電体層（１１６）を形成することと；
　前記ゲート誘電体層上に第１フローティングゲート層（１１８）を形成することと；
　前記第１フローティングゲート層（１１８）上にエッチング停止層（１２０）を形成す
ることと；
　前記第１フローティングゲート層（１１８）とエッチング停止層（１２０）の上に犠牲
層（１２２）を形成することと；
　前記犠牲層（１２２）上にパターニングされた第１マスク層（１２３）を形成すること
と；
　前記パターニングされた前記第１マスク層（１２３）を使用することによって、前記犠
牲層（１２２）の一部分を除去し、前記エッチング停止層（１２０）の一部分を露出する
ことと；
　前記犠牲層（１２２）と、前記エッチング停止層（１２０）との上に、第２フローティ
ングゲート層（１２４）を形成することであって、前記エッチング停止層（１２０）は、
前記第１フローティングゲート層（１１８）と前記第２フローティングゲート層（１２４
）との間で電子が通過できるように、電気的透過性を備えることと；
　前記第２フローティングゲート層（１２４）を異方性エッチングすることによって、前
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記第２フローティングゲート層（１２４）からなるサイドウォールスペーサ（１２６，１
２８）を、残留した前記犠牲層（１２２）の側壁に形成し、且つ前記エッチング停止層（
１２０）の一部分を露出することと；
　残留した前記犠牲層（１２２）を除去することと；
　前記第２フローティングゲート層（１２４）と、前記エッチング停止層（１２０）との
上に第２マスク層（１２９）を形成することであって、前記第２マスク層（１２９）は、
前記フローティングゲート素子（１００）の分離領域（１１４）の上で開口している開口
部を有することと；
　前記開口部の上に位置する、前記エッチング停止層（１２０）および前記第１フローテ
ィングゲート層（１１８）を、エッチング除去することであって、前記開口部に位置する
前記分離領域（１１４）および前記第１フローティングゲート層（１１８）は、露出され
ることと；
　前記第２マスク層（１２９）を除去することと；
　前記エッチング停止層（１２０）と、前記サイドウォールスペーサ（１２６，１２８）
と、露出された前記分離領域（１１４）および前記第１フローティングゲート層（１１８
）との上に、誘電体層（１３０）を形成することと；
　前記誘電体層（１３０）上にコントロールゲート層（１３２）を形成することと
を有する、方法。
【請求項２】
　前記エッチング停止層（１２０）は、１５～２０オングストロームの範囲の膜厚を有す
る、
　請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記エッチング停止層（１２０）は、窒化膜または酸化膜の内の１つからなる、
　請求項１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体素子に関し、特にフローティングゲートメモリセルに有用な半導体素子
構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フローティングゲートメモリの望ましい特性の一つとして、コントロールゲートとフロ
ーティングゲートとの間に非常に大きな容量性結合を有することが挙げられる。これによ
り、所定のコントロールゲートバイアス下での書き込み及び消去中に、コントロールゲー
トからフローティングゲートへの電圧移動が大きくなる。従ってコントロールゲートとフ
ローティングゲートとの間の容量が大きくなると、書き込み、及び消去を行なうために、
そして／または書き込み速度、及び消去速度を速めるために必要な電圧が小さくなる。別
の望ましい特性として、このコントロールゲートとフローティングゲートとの間の容量の
変動を小さくすることができることが挙げられる。この容量が変動する場合、消去状態に
関する閾値電圧範囲が広がってしまう。消去閾値電圧の分布が広がると、消去ビットに対
する読み出し、及び消去ビットに対する書き込みがリーク電流に起因して困難になる。コ
ントロールゲートとフローティングゲートとの間の容量を大きくするとともに当該容量の
変動を最小にする一の方法では、分離領域上のフローティングゲート中へのエッチングを
使用する。これにより、容量をかなり大きくすることができるが、それでも更なる改善が
望ましい。この手法の問題は、技術が進歩して寸法が小さくなるのに合わせたスケーリン
グが困難になることである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】



(3) JP 5103182 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

　　従って、書き込み及び消去を改善し、そして／または書き込み及び消去に必要な電圧
を小さくする素子構造が必要になる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一の態様では、フローティングゲートメモリセルはフローティングゲートを有し、フロ
ーティングゲートには、２つのフローティングゲート層が設けられる。上側層をエッチン
グして下側層をそのまま変えずに残しながら上側層には凹凸を設ける。コントロールゲー
トがフローティングゲートの凹凸に沿って形成されてコントロールゲートとフローティン
グゲートとの間の容量を大きくする。フローティングゲートの２つの層は、ポリシリコン
の非常に薄いエッチング停止層により分離される。このエッチング停止層は、ポリシリコ
ンエッチングの間のエッチング停止層となるために十分に厚いが、電気的接続が行なわれ
るためには十分に薄い。エッチング停止層は薄いので、電子は２つの層の間を移動するこ
とができる。従って、停止層のエッチングは下側層に及ぶことはないが、第１及び第２層
には、フローティングゲートを連続導電層とするような電気的効果を発揮させることがで
きる。この様子は図及び以下の記述を参照することにより一層深く理解される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
本発明は例を通して示され、そして添付の図によって制限されるものではなく、これらの
図では、同様の参照記号は同様の構成要素を指す。当業者であれば、これらの図における
構成要素が説明を簡単かつ明瞭にするために示され、そして必ずしも寸法通りには描かれ
ていないことが分かるであろう。例えば、これらの図における幾つかの構成要素の寸法を
他の構成要素に対して誇張して描いて本発明の実施形態を理解し易くしている。
【０００６】
　図１に示すのは素子構造１０であり、素子構造は基板１２と、分離領域１４と、トンネ
ル誘電体１６と、そして好適にはポリシリコンから成るフローティングゲート層１８と、
を備える。この構造は、フローティングゲート層１８の膜厚が従来のフローティングゲー
トポリシリコン層の膜厚よりも薄いことを除いて従来の構造と同じである。この例におけ
る膜厚は約５００オングストロームであることが好ましく、この膜厚は従来のフローティ
ングゲート層の膜厚よりも薄い。基板１２はバルクシリコン基板であることが好ましいが
、ＳＯＩ基板、及び／又は単なるシリコンとは異なる半導体材料とすることができる。分
離領域１４は、トレンチを形成し、そしてトレンチを誘電体、好ましくは酸化膜で充填す
るする普通の方法を使用して形成されるが、窒化膜のような別の誘電体材料とすることが
できる。
【０００７】
　図２に示すのは、酸化膜であることが好ましいエッチング停止層２０をフローティング
ゲート層１８の上に形成した後の素子構造１０である。層２０は約１５オングストローム
の膜厚の成長酸化膜であることが好ましい。層２０は堆積法により形成することもでき、
かつ別の材料、例えば窒化膜とすることができる。
【０００８】
　図３に示すのは、シリコンから成ることが好ましいフローティングゲート層２２を形成
した後の素子構造１０である。この層２２はフローティングゲート層１８とほぼ同じ膜厚
であることが好ましい。
【０００９】
　図４に示すのは、分離領域１４の上に開口３０及び３２を有するパターニング済みフォ
トレジスト層２６を形成した後の素子構造１０である。これらの開口３０及び３２は、分
離領域１４の対向する側の上に設けられる。
【００１０】
　図５に示すのは、層２２，２０，及び１８を開口３０及び３２を通してエッチングした
後の素子構造１０である。このエッチングはポリシリコンであることが好ましい層２２に
対して最初に行なわれる。次に、化学薬品を変えて層２０をエッチングする。次に、エッ
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チング化学薬品を、層２２をエッチングするために使用された化学薬品に戻す。これによ
り、開口３０及び３２がフローティングゲート層１８及び２２、及びエッチング停止層２
０を貫通して延びる。
【００１１】
　図６に示すのは、開口３４を開口３０と３２との間に有するパターニング済みフォトレ
ジスト層３３を形成した後の素子構造１０である。開口３４はこの断面図では分離領域１
４の間のほぼ中心に配置する。
【００１２】
　図７に示すのは、層２２のエッチングを、層２０の上で停止するように開口３４を通し
て行なった後の素子構造１０である。エッチング化学薬品を変えることにより、開口３４
が層２０にも延びる。開口３４を、リソグラフィで描くパターンよりも細いパターン（ｓ
ｕｂｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｉｃ　ｆｅａｔｕｒｅ）として画定することが望ましい場合、
パターニング済みフォトレジスト３３を使用するのではなく、例えば窒化膜から成るハー
ドマスクをパターニングすることができ、そしてハードマスクの開口を部分的にサイドウ
ォールスペーサで充填する。開口を部分的にサイドウォールスペーサで充填して開口を小
さくする方法はこの技術分野では良く知られている。
【００１３】
　図８に示すのは、誘電体層３６及びコントロールゲート層３８を形成した後の素子構造
１０である。誘電体層３６は、約１２５～１５０オングストロームの膜厚を有する、従来
の３層誘電体構造の酸化膜－窒化膜－酸化膜層であることが好ましい。誘電体層３６は、
フローティングゲートメモリセルのコントロールゲートとフローティングゲートとの間の
層間誘電体として機能する。コントロールゲート３８はポリシリコン層であることが好ま
しく、このポリシリコン層は約１０００～２０００オングストロームの膜厚を有する。こ
のコントロールゲート層３８を形成した後、この層をエッチングして実際のコントロール
ゲートを形成する。このエッチングにより実際のコントロールゲートを形成する処理によ
って、図８に示す断面が変わる訳ではない。従って、結果として得られる図８の構造は、
不揮発性メモリセルでもあるフローティングゲートメモリセルとして有用なフローティン
グトランジスタの最終構造である。
【００１４】
　この素子構造は、コントロールゲート３８では、開口３０及び３２においてフローティ
ングゲート層１８及び２２に隣接する表面積を保持しながら、開口３４においてフローテ
ィングゲート層２２に隣接する表面積が増加することを示している。層２２のこの残留部
分の側壁によって、容量が大きくなるだけでなく、非常に再現性良く容量を大きくするこ
とができる。層２２の膜厚は非常に容易に制御することができる。層２０は非常に薄いの
で、電子は当該構造を極めて容易に通過する。この酸化膜はゲート誘電体として使用され
る酸化膜と同じ膜質ではないので、電子の通過が、特に普通に使用される書き込み電圧及
び消去電圧で阻止されるということがない。酸化膜が最高の膜質を有する場合でも、１５
オングストロームの膜厚になるとリーク電流が生じる。従って、薄いゲート酸化膜を有す
るトランジスタに使用される電圧よりも電圧を高くすると、かなり強い電子流が酸化膜を
通過する。従って、フローティングゲート層２２に書き込み動作の間に蓄積される電子は
フローティングゲート層１８に自由に到達することができ、そしてこれらの特性を実現す
るために、層２０は電気的透過性を有すると考えることができる。更なる改善を行なうた
めに、開口３４のような開口を一つよりも多い数だけ形成する処理を図５と図６との間の
プロセスにおいて行なうことができる。開口３４のような開口を更に多く設けることによ
り利点がもたらされる、というのは、これらの開口によってコントロールゲートとフロー
ティングゲートとの間の層間容量を更に大きくすることができるからである。
【００１５】
　図９に示すのは素子構造５０であり、この素子構造は、基板１２の構造に類似する基板
５２と、トレンチ１４に類似するトレンチ５４と、トンネル誘電体１６の構造に類似する
トンネル誘電体５８と、そしてトンネル誘電体５８上に位置し、かつフローティングゲー
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ト層１８に類似するコントロールゲート層６０と、を備える。図９は従来構造を示すが、
フローティングゲート層６０が従来構造におけるものほどには厚くはなっていない点が異
なっている。フローティングゲート層６０は約５００オングストロームの膜厚であること
が好ましい。素子構造５０では、分離領域５４はフローティングゲート層６０を取り囲み
、かつフローティングゲート層の上方にまで延びる。
【００１６】
　図１０に示すのは、エッチング停止層２０に類似するエッチング停止層６２をフローテ
ィングゲート層６０の上に、そしてフローティングゲート層２２に類似するフローティン
グゲート層６４をエッチング停止層６２の上に形成した後の素子構造５０である。エッチ
ング停止層６２は、分離領域５４の側壁の上を覆い、かつ分離領域５４上に延びる形で示
される。酸化膜として成長させる場合、エッチング停止層はトレンチ５４上に観察するこ
とはできないが、エッチング停止層６２を、例えば堆積窒化膜のように堆積させる場合に
は、図示される。
【００１７】
　図１１に示すのは、パターニング済みフォトレジスト部分６６を形成し、そしてフロー
ティングゲート層６４を、パターニング済みフォトレジスト部分６６をマスクとして使用
してエッチングした後の素子構造５０である。この処理により、開口６７及び６８がフロ
ーティングゲート層６４の残留部分とトレンチ５４との間に残る。図１０～図１１のプロ
セスでは、フォトレジスト６６によって保護される領域以外の層６４の全てが除去される
。
【００１８】
　図１２に示すのは、エッチング停止層６２の内、パターニング済みフォトレジスト部分
６６下に位置しない部分を除去し、パターニング済みフォトレジスト部分６６を除去し、
層３６に類似する誘電体層６９をフローティングゲート層６０の上に、層６４の残留部分
を覆って、更にはトレンチ５４の露出部分の上に形成し、そしてコントロールゲート層３
８に類似するコントロールゲート層７０を誘電体層６９の上に形成した後の素子構造５０
である。次に、層７０，６９，６４，６２，及び６０に対するエッチングを連続して行な
うことにより、図８の構造に関するものに類似するフローティングゲートメモリセル構造
が形成される。従って、図１２の素子構造は、メモリセルに関して結果として得られる素
子構造である。この構造は、コントロールゲート層７０の内、フローティングゲート層６
４に隣接する表面が、層６４がコントロールゲート層７０の形成の前にエッチングされる
ので増えることを示している。層６４のこの残留部分の側壁によって、容量が大きくなる
だけでなく、非常に再現性良く容量を大きくすることができる。層６４の膜厚は非常に容
易に制御することができる。
【００１９】
　図１３に示すのは、図１０の後に、図１１の素子構造５０に対して形成される別の素子
構造７１である。素子構造７１は図１１の素子構造５０とは、サイドウォールスペーサ７
２及び７３をフローティングゲート層６４を用いて分離領域５４の側壁の上に、図１０の
フローティングゲート層６４に対して異方性エッチングを行なうことにより形成している
点が異なる。サイドウォールスペーサ７２及び７３はほとんどの部分が、層６４をエッチ
ングしている間に形成される。図１３の素子構造７１の場合、層６４に対するこのエッチ
ングは、エッチングが層６２にまで達した後に、かつこれらのサイドウォールスペーサ７
２及び７３が除去される前に停止させる。図１１の素子構造５０の場合、このエッチング
を継続してサイドウォールスペーサを除去する。
【００２０】
　図１４に示すのは、誘電体層３６に類似する誘電体層７６をサイドウォールスペーサ７
２及び７３、及びフローティングゲート層６４の残留部分の上に形成し、更にコントロー
ルゲート層３８に類似するコントロールゲート層７４を誘電体層７６の上に形成した後の
素子構造７１である。この断面図では、図１４は完成したメモリ素子を示している。この
場合、サイドウォールスペーサ７２及び７３はメモリ素子のフローティングゲート層の一
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部分になる。これらのサイドウォールスペーサは水平寸法よりも垂直寸法の方が大きいの
で、これらのサイドウォールスペーサを設けることにより、コントロールゲートとフロー
ティングゲートとの間の層間容量が大きくなるという利点がもたらされる。考えられる不
具合は、これらのサイドウォールスペーサの垂直寸法を制御するのが難しいので、コント
ロールゲートとフローティングゲートとの間の層間容量の変動が大きくなる恐れがあるこ
とである。
【００２１】
　図１５に示すのは素子構造１００であり、この素子構造は、基板１２に類似する基板１
１２と、分離領域１４に類似する分離領域１１４と、ゲート誘電体層１６に類似するゲー
ト誘電体層１１６と、フローティングゲート層１８に類似するフローティングゲート層１
１８と、エッチング停止層２０に類似するエッチング停止層１２０と、そしてエッチング
停止層２０上の犠牲層１２２と、を備える。犠牲層１２２は酸化膜または窒化膜、或いは
他の材料とすることができるが、エッチング停止層１２０の材料をエッチングしないよう
に選択的にエッチングすることができる材料により形成することができる。犠牲層はこの
例では、フローティングゲート層１１８とほぼ同じ膜厚である。他の膜厚も効果的となり
得る。
【００２２】
　図１６に示すのは、パターニング済みフォトレジスト部分１２３を犠牲層１２２の上に
、図示の寸法では分離領域１１４の間のほぼ中心に位置するように形成した後の素子構造
１００である。
【００２３】
　図１７に示すのは、犠牲層１２２を、パターニング済みフォトレジスト部分１２３をマ
スクとして使用してエッチングした後の素子構造１００である。このエッチングはエッチ
ング停止層１２０によって停止する。
【００２４】
　図１８に示すのは、フォトレジスト部分１２３を除去し、そしてポリシリコンであるこ
とが好ましいコンフォーマルなフローティングゲート層１２４を形成した後の素子構造１
００である。フローティングゲート層１２４はフローティングゲート層１１８とほぼ同じ
膜厚である。
【００２５】
　図１９に示すのは、異方性エッチングを行なって、フローティングゲート層１２４から
成るサイドウォールスペーサ１２６及び１２８を、犠牲層１２２の残留部分の側壁の上に
形成した後の素子構造１００である。
【００２６】
　図２０に示すのは、犠牲層１２２の残留部分を除去して、サイドウォールスペーサ１２
６及び１２８がエッチング停止層２０の上で、犠牲層の支えを失った形で立っている状態
になった後の素子構造１００である。サイドウォールスペーサ１２６及び１２８の幅は、
所望通りに変えることができるフローティングゲート層１２４の膜厚によってほぼ決まる
。フローティングゲート層１２４は、サイドウォールスペーサ１２６及び１２８がどの位
置でも再現性良く、犠牲層の支えを失った形で立っている状態になるように十分に厚くす
る必要がある。
【００２７】
　図２１に示すのは、分離領域１１４上の領域を開口したパターニング済みフォトレジス
ト層１２９を形成し、そしてエッチング停止層１２０及びフローティングゲート層１１８
をエッチング除去した後の素子構造１００である。
【００２８】
　図２２に示すのは、パターニング済みフォトレジスト層１２９を除去し、誘電体層３６
に類似する誘電体層１３０をエッチング停止層２０の上に、かつ分離領域１１４上の開口
の中に形成し、更にコントロールゲート層３８に類似するコンントロールゲート層１３２
を誘電体層１３０の上に形成した後の素子構造１００である。図２２のこの断面は、完成
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したフローティングゲートメモリセル構造を示している。従って、メモリセルのフローテ
ィングゲート材料の一部分を構成するサイドウォールスペーサ１２６及び１２８は、分離
領域上の領域におけるフローティングゲート層の側壁に沿って大きくなった容量も維持し
ながら、コントロールゲートとフローティングゲートとの間の層間容量を更に大きくする
構造となる。リソグラフィ技術によって可能になる場合には、サイドウォールスペーサ１
２６及び１２８と同様の更に別のサイドウォールスペーサを、フローティングゲート層１
２４の一つよりも多くの部分を分離領域１１４の間のエッチング停止層１２０の上に残す
ことにより形成することができる。
【００２９】
　図２３に示すのは素子構造１４０であり、この素子構造は基板１２に類似する基板１４
２と、分離領域１４に類似する分離領域１４４と、ゲート誘電体層１６に類似するゲート
誘電体層１４６と、フローティングゲート層１８に類似するフローティングゲート層１４
８と、そしてフローティングゲート層１４８上の犠牲層１５０と、を備える。犠牲層１５
０は酸化膜であることが好ましいが、窒化膜のような別の材料とすることができる。犠牲
層１５０はフローティングゲート層１４８をエッチングすることがないように選択的にエ
ッチングすることができる。フローティングゲート層１４８がポリシリコンである好適な
事例では、酸化膜または窒化膜のいずれかが犠牲層１５０として効果的である。犠牲層は
フローティングゲート層１４８とほぼ同じ膜厚であることが好ましい。
【００３０】
　図２４に示すのは、パターニング済みフォトレジスト部分１５２を形成し、そして犠牲
層１５０を、パターニング済みフォトレジスト部分１５２をマスクとして使用してエッチ
ング除去して犠牲層１５０の一部分を分離領域１４４の間に残した後の素子構造１４０で
ある。犠牲層１５０の残留部分は、図２４の断面に示す寸法では、分離領域１４４の内側
の間にほぼ位置する。
【００３１】
　図２５に示すのは、パターニング済みフォトレジスト部分１５２を除去し、そしてフロ
ーティングゲート層１５４を、フローティングゲート層１４８、及び犠牲層１５０の残留
部分の上に形成した後の素子構造１４０である。フローティングゲート層１５４がポリシ
リコンである好適な事例では、フローティングゲート層１５４がコンフォーマルに形成さ
れるので、フローティングゲート層１５４の一部分が犠牲層１５０の残留部分を覆って高
くなる。
【００３２】
　図２６に示すのは、化学的機械研磨（ＣＭＰ）プロセスを実施してフローティングゲー
ト層１５４に、犠牲層１５０の残留部分の上側表面と同じ高さに並んだ上側表面が残るよ
うにした後の素子構造１４０である。このようにして行なわれるＣＭＰプロセスによって
、犠牲層１５０の残留部分の上側表面が露出した状態になる。
【００３３】
　図２７に示すのは、犠牲層１５０の残留部分を除去した後の素子構造１４０である。こ
れにより、フローティングゲート層１５４に開口１５５が残る。開口１５５はこの断面に
示す向きでは、分離領域１４４のほぼ中心に位置する。
【００３４】
　図２８に示すのは、複数の開口を分離領域１４４の上に有するパターニング済みフォト
レジスト層１５６を形成し、そしてこれらの開口を通してフローティングゲート層１５４
及びフローティングゲート層１４８をエッチング除去した後の素子構造１４０である。
【００３５】
　図２９に示すのは、誘電体層１５８を分離領域１４４上の開口に、更に開口１５５に形
成し、そしてコントロールゲート層１６０を形成した後の素子構造１４０である。誘電体
層１５８は誘電体層３６に類似する。断面として、図２９は完成したメモリ素子を示し、
このメモリ素子では、分離領域１４４上の開口において大きくなった容量が維持されつつ
、コントロールゲート層とフローティングゲート層との間の層間容量が開口１５５を設け
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る結果として大きくなる。
【００３６】
　図３０に示すのは素子構造１７０であり、この素子構造は、基板１２に類似する基板１
７２と、分離領域５４に類似する分離領域１７４と、ゲート誘電体層５８に類似するゲー
ト誘電体層１７６と、フローティングゲート層６０に類似するフローティングゲート層１
７８と、フローティングゲート層１７８上の犠牲層１８０と、そして犠牲層１８０上のパ
ターニング済みフォトレジスト部分１８２と、を備える。フォトレジスト部分１８２は分
離領域１７４の間に、かつこの断面図のほぼ中心に設けられる。犠牲層１８０は酸化膜で
あることが好ましいが、窒化膜のような別の材料とすることができる。犠牲層１８０はフ
ローティングゲート層１４８をエッチングすることがないように選択的にエッチングする
ことができるようにする必要がある。
【００３７】
　図３１に示すのは、犠牲層１８０をフォトレジスト部分１８２をマスクとして使用して
エッチングし、そしてフローティングゲート層１８４を分離領域１７４、フローティング
ゲート層１７８、及び犠牲層１８０の残留部分の上に形成した後の素子構造１７０である
。好適には、フローティングゲート層１８４はポリシリコンであり、このポリシリコンは
コンフォーマルに堆積するが、平坦表面を有する構造として示されている。これは、犠牲
層１８０の残留部分の側面、及び分離領域１７４の側面が近接しているために、コンフォ
ーマルに堆積する層が、当該層の表面が平坦になるように形成されるからである。近接度
を小さくすると、フローティングゲート層１８４をコンフォーマルに形成することができ
るが、このコンフォーマル性はフローティングゲート層が十分に厚い限り問題とはならな
い。フローティングゲート層は、犠牲層１８０の残留部分の高さと同じになるような膜厚
を有するように形成することが好ましい。
【００３８】
　図３２に示すのは、ＣＭＰプロセスを適用した後の素子構造１７０である。これにより
、フローティングゲート層１８４の高さが犠牲層１８０の残留部分の高さと同じになり、
更にはフローティングゲート層１８４の表面が分離領域１７４の上側表面と同じ高さにな
るように非常に平坦な表面が形成される。これにより、犠牲層１８０の残留部分の上側表
面が露出する。
【００３９】
　図３３に示すのは、犠牲層１８０の残留部分を除去して開口１８６を形成し、誘電体層
３６に類似する誘電体層１８８を開口１８６に、かつフローティングゲート層１８４の上
に形成し、そしてコントロールゲート層３８に類似するコントロールゲート層１９０を誘
電体層１８８上に形成した後の素子構造１７０である。完成したメモリセルをこの断面図
に示す。メモリセルでは、コントロールゲート１９０が開口１８６の中に形成されるため
に容量が大きくなる。
【００４０】
　図３３の開口１８６及び図２９の開口１５５の側壁はほぼ垂直であり、この構造は開口
を使用して容量を大きくするためには好都合である。開口１８６及び１５５の側壁が傾い
て、開口１８６及び１５５が下部よりも上部において大きくなってしまうと、開口１８６
及び１５５をコントロールゲート材料で充填することに起因する容量増分が小さくなる。
【００４１】
　本明細書ではこれまで、本発明について特定の実施形態を参照しながら説明してきた。
しかしながら、この技術分野の当業者であれば、種々の変形及び変更を、以下の請求項に
示す本発明の技術範囲から逸脱しない範囲において加え得ることが分かるであろう。例え
ば、或る材料及び膜厚について記載したが、これらは変えることができる。更に、多くの
場合において、容量を大きくするために形成されたパターンの数を分離領域の内側で増や
すことができる。従って、明細書及び図は、本発明を制限するものとしてではなく例示と
して捉えられるべきであり、そしてこのような変更の全てが本発明の技術範囲に含まれる
べきものである。
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【００４２】
　効果、他の利点、及び技術的問題に対する解決法について、特定の実施形態に関して上
に記載してきた。しかしながら、効果、利点、及び問題解決法、及びいずれかの効果、利
点、または問題解決法をもたらし、またはさらに顕著にし得る全ての要素（群）が、いず
れかの請求項または全ての請求項の必須の、必要な、または基本的な特徴または要素であ
ると解釈されるべきではない。本明細書で使用されるように、「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ」、
「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ」という用語、または他の全てのこれらの変形は包括的な意味で
適用されるものであり、一連の要素を備えるプロセス、方法、製品、または装置がこれら
の要素のみを含むのではなく、明らかには列挙されていない、またはそのようなプロセス
、方法、製品、または装置に固有の他の要素も含むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第１の実施形態による素子構造を形成するために有用な処理を行なう工
程での素子構造の断面。
【図２】図１に示す処理に続く処理工程での図１の素子構造の断面図。
【図３】図２に示す処理に続く処理工程での図２の素子構造の断面図。
【図４】図３に示す処理に続く処理工程での図３の素子構造の断面図。
【図５】図４に示す処理に続く処理工程での図４の素子構造の断面図。
【図６】図５に示す処理に続く処理工程での図５の素子構造の断面図。
【図７】図６に示す処理に続く処理工程での図６の素子構造の断面図。
【図８】図７に示す処理に続く処理工程での図７の素子構造の断面図。
【図９】処理を行なう一の工程での本発明の第２の実施形態としての素子構造の断面図。
【図１０】図９に示す処理に続く処理工程での図９の素子構造の断面図。
【図１１】図１０に示す処理に続く処理工程での図１０の素子構造の断面図。
【図１２】図１１に示す処理に続く処理工程での図１１の素子構造の断面図。
【図１３】図１０に示す処理に続く処理工程での図１０の素子構造であって、本発明の第
３の実施形態としての素子構造の断面図。
【図１４】図１３に示す処理に続く処理工程での図１３の素子構造の断面図。
【図１５】処理を行なう一の工程での本発明の第４の実施形態としての素子構造の断面図
。
【図１６】図１５に示す処理に続く処理工程での図１５の素子構造の断面図。
【図１７】図１６に示す処理に続く処理工程での図１６の素子構造の断面図。
【図１８】図１７に示す処理に続く処理工程での図１７の素子構造の断面図。
【図１９】図１８に示す処理に続く処理工程での図１８の素子構造の断面図。
【図２０】図１９に示す処理に続く処理工程での図１９の素子構造の断面図。
【図２１】図２０に示す処理に続く処理工程での図２０の素子構造の断面図。
【図２２】図２１に示す処理に続く処理工程での図２１の素子構造の断面図。
【図２３】処理を行なう一の工程での本発明の第５の実施形態としての素子構造の断面図
。
【図２４】図２３に示す処理に続く処理を行なう工程での図２３の素子構造の断面図。
【図２５】図２４に示す処理に続く処理を行なう工程での図２４の素子構造の断面図。
【図２６】図２５に示す処理に続く処理を行なう工程での図２５の素子構造の断面図。
【図２７】図２６に示す処理に続く処理を行なう工程での図２６の素子構造の断面図。
【図２８】図２７に示す処理に続く処理を行なう工程での図２７の素子構造の断面図。
【図２９】図２８に示す処理に続く処理を行なう工程での図２８の素子構造の断面図。
【図３０】処理を行なう一の工程での本発明の第６の実施形態としての素子構造の断面で
ある。
【図３１】図３０に示す処理に続く処理工程での図３０の素子構造の断面図。
【図３２】図３１に示す処理に続く処理工程での図３１の素子構造の断面である。
【図３３】図３２に示す処理に続く処理工程での図３２の素子構造の断面である。
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